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    告     示 

和歌山県告示第140号 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第1項の規定により、同条第2項に規定する形質変更時要
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届出区域を次のとおり指定する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 形質変更時要届出区域 

和歌山県海南市船尾字中濱260番96の一部（別図のとおり） 

2 形質変更時要届出区域において、土壌の汚染状態が土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号。以下「規則」という。）第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類 

基 準 特定有害物質の種類 

規則第31条第2項の基準 鉛及びその化合物 

 

3 この告示により指定する形質変更時要届出区域は、規則第58条第5項第12号に該当する。 

（別図は、省略し、その図面を和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南保健所衛生環境課並

びに海南くらし部環境課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第141号 

理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の4第2項に規定する管理理容師資格認定講習会を次のとおり

指定した。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 主催者の名称及び住所 

（1）名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

（2）住所 東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟9階 

2 会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

（1）名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所 

（2）所在地 大阪市中央区谷町一丁目3番1号 双馬ビル4階401号室 

（3）電話 06-6942-6453 

3 講習会の日程及び会場 

（1）日程 

第1日 令和2年6月8日 

第2日 令和2年6月15日 

第3日 令和2年6月22日 

（2）会場 

和歌山ビッグ愛 

和歌山市手平二丁目1番2号（電話073-435-5200） 

4 受講料 16,000円 

 

和歌山県告示第142号 

美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の3第2項に規定する管理美容師資格認定講習会を次のとおり

指定した。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 主催者の名称及び住所 
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（1）名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

（2）住所 東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟9階 

2 会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

（1）名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所 

（2）所在地 大阪市中央区谷町一丁目3番1号 双馬ビル4階401号室 

（3）電話 06-6942-6453 

3 講習会の日程及び会場 

（1）日程 

第1日 令和2年6月8日 

第2日 令和2年6月15日 

第3日 令和2年6月22日 

（2）会場 

和歌山ビッグ愛 

和歌山市手平二丁目1番2号（電話073-435-5200） 

4 受講料 16,000円 

 

和歌山県告示第143号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項の規定により指定居宅サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第78条第1号の規定に基づき公示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の 

有効期間の 
満 了 の 日 

30722017

53 

一般社団法人ぼくら

の家 

ホームヘルパーつく

し 

和歌山県田辺市新万10

86-27 2階 

訪問介護 令和 

2.2.1 

令和 

8.1.31 

 

和歌山県告示第144号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項の規定により指定居宅サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第78条第1号の規定に基づき公示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の 

有効期間の 
満 了 の 日 

30722017

61 

株式会社クローバー

・ケアメディカル 

プラント 和歌山県田辺市あけぼ

の45-1 メゾネットフ

ァイブ1F 

通所介護 令和 

2.2.1 

令和 

8.1.31 

 

和歌山県告示第145号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 和歌山生協病院 
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2 所在地 和歌山市有本143-1 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第146号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 日本赤十字社和歌山医療センター 

2 所在地 和歌山市小松原通四丁目20番地 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第147号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 医療法人青松会河西田村病院 

2 所在地 和歌山市島橋東ノ丁1番11号 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第148号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 医療法人裕紫会中谷病院 

2 所在地 和歌山市鳴神123-1 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第149号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 宇都宮病院 

2 所在地 和歌山市鳴神505-4 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第150号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  
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1 名称 中江病院 

2 所在地 和歌山市船所30-1 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第151号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 橋本病院 

2 所在地 和歌山市堀止南ノ丁4番31号 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第152号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 伏虎リハビリテーション病院 

2 所在地 和歌山市屋形町一丁目11番地 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第153号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 石本病院 

2 所在地 海南市船尾365番地 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第154号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 整形外科北裏病院 

2 所在地 御坊市湯川町小松原454 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第155号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 
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和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 北出病院 

2 所在地 御坊市湯川町財部728-4 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第156号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 医療法人研医会田辺中央病院 

2 所在地 田辺市南新町147 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第157号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 国保野上厚生総合病院 

2 所在地 海草郡紀美野町小畑198番地 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第158号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 西岡病院 

2 所在地 有田郡有田川町小島278-1 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第159号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 国保すさみ病院 

2 所在地 西牟婁郡すさみ町周参見2380番地 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第160号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急診療所として次の診療

所を認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 
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令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 名称 辻整形外科 

2 所在地 海南市築地1番地の50 

3 有効期限 令和5年1月31日 

 

和歌山県告示第161号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 西牟婁郡上富田町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに上富田町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第162号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 西牟婁郡上富田町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに上富田町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第163号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」
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という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

小森2（Ⅰ-1176）、菅野（Ⅱ-4634）、丹生ノ川加庄口1（Ⅱ-4641）、丹生ノ川友（Ⅱ-4653）、丹

生ノ川東平（Ⅱ-4659）、東平（Ⅱ-4662）、丹生ノ川五味（Ⅱ-4665）、丹生ノ川加財1（Ⅱ-4670）、

丹生ノ川加財2（Ⅱ-4671）、丹生ノ川森（Ⅱ-4675）、丹生ノ川小森2（Ⅱ-4678）、丹生ノ川峰1（Ⅱ-

4680）、丹生ノ川串2（Ⅱ-4681）、丹生ノ川小森3（Ⅱ-4683）、丹生ノ川峰2（Ⅱ-4684）、三ツ又龍

頭1（Ⅱ-4603）、三ツ又湯野々口1（Ⅱ-4622）、三ツ又湯野々口2（Ⅱ-4623）、三ツ又湯野々口3（Ⅱ

-4628）、三ツ又湯野々口4（Ⅱ-4629）、湯野々口（Ⅱ-4630）、三ツ又湯野々口5（Ⅱ-4631）、三ツ

又湯野々口6（Ⅱ-4632）、三ツ又古溝1（Ⅱ-4642）、三ツ又古溝3（Ⅱ-4644）、三ツ又古溝5（Ⅱ-464

6）、三ツ又古溝4（Ⅱ-4649）、三ツ又古溝6（Ⅱ-4650）、小又川口（Ⅰ-1114）、津越2（Ⅰ-1115）、

小又川小又川口（Ⅰ-4016）、小又川寺垣内1（Ⅰ-4018）、小又川寺垣内2（Ⅰ-4019）、小又川上瀬1

（Ⅱ-4568）、小又川上瀬2（Ⅱ-4569）、小又川五味垣内（Ⅱ-4570）、小又川下浦1（Ⅱ-4571）、小

又川下浦2（Ⅱ-4572）、小又川下浦3（Ⅱ-4574）、丹生ノ川（1）（Ⅱ-61077）、丹生ノ川（2）（Ⅱ-

61078）、丹生ノ川（3）（Ⅱ-61079）、丹生ノ川（4）（Ⅱ-61080）、小又川（1）（Ⅱ-61082）、小

又川（4）（Ⅱ-61085）、小又川（5）（Ⅱ-61086）、丹生ノ川（5）（Ⅱ-61081） 

（3）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号。以下「施行令」という。）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び西牟婁振興局建

設部並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

2 土砂災害警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

地滑り及び急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域の名称 

日向（31）、西谷（32）、北郡下地（33）、上芳養3（499）、伏拝（97）、山在（73）、川湯（45

5）、奥江原（564）、皆の川（590）、丹生ノ川串3（Ⅱ-4726）、小又川（3）（Ⅱ-61084） 

（3）土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第7条第1項に規定する施行令で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び西牟婁振興局建

設部並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第164号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項及び地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第4条の規定に基づき、
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令和2年度和歌山県立図書館資料（図書）納入業務に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格及びそ

の資格審査の申請方法等を次のように定める。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 一般競争入札に付する業務の名称及び契約期間 

（1）業務の名称 

令和2年度和歌山県立図書館資料（図書）納入業務 

（2）契約期間 

令和2年4月1日（水）から令和3年3月31日（水）まで 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この一般競争入札に参加することのできる者は、令和2年2月4日（火）現在において、次の要件を満た

している者とする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項の規定により一般競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

（3）和歌山県が行う一般競争入札に関する参加資格を停止されていない者であること。 

（4）国税、県税及び市町村税に未納がない者であること。 

（5）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体

に属する者でないこと。 

（6）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力

団及びその関係者（以下「暴力団等」という。）が経営していない者並びに暴力団等が経営に実質的

に関与していない者であること。 

（7）暴力団等に対する資金等の供給及び便宜の供与をしていない者であること。 

（8）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされていない者、会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされていない者及び破産法（平成

16年法律第75号）に基づき、破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（9）和歌山県が定める仕様書に基づき、適正に業務を遂行することができると認められる回答書を提出

した者であること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 

（1）この一般競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

ア 一般競争入札参加資格審査申請書 

イ 事業経歴書 

ウ 法人にあっては、登記事項証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

エ 個人にあっては、住民票（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

オ 直近2年分の財務諸表（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこ

れらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

カ 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書（提出日において、発行後3か月を経過

していないもの） 

（ア）法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

（イ）和歌山県が課する県税全税目 

（ウ）直近1事業年度分の法人市町村民税（個人にあっては、直近1年度分の市町村民税） 

キ 役員調書 

ク 印鑑証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

ケ 使用印鑑届 

コ 誓約書 
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サ 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

シ 和歌山県が示す仕様書に対する回答書 

（2）和歌山県物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成24年和歌山県告示第340号）の

規定に基づく競争入札の参加資格に関する知事の審査を受け、入札参加資格を有すると認められ、競

争入札参加資格者名簿の営業種目「図書」に登載されている者については、物品調達競争入札参加資

格審査結果通知書の写しの提出をもって（1）のイからケまでの書類の提出に代えることができる。 

（3）（1）のア、イ、キ及びケからシまでに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものと

し、和歌山県が示す仕様書及びこれらの申請用紙は、令和2年2月4日（火）から同年3月3日（火）まで

の月曜日及び2月25日（火）を除く日の午前9時から午後5時までの間に、6に掲げる場所で配布を行う。 

（4）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、4に掲げる入札説明会において質問を行うものと

し、その後は、令和2年2月26日（水）までの月曜日及び2月25日（火）を除く日の午前9時から午後5時

までの間に、和歌山県立図書館資料課に対して書面等（ファクシミリを含む。）により行うものとす

る。 

4 入札説明会の場所及び日時 

（1）場所 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

和歌山県立図書館1階 総務課会議室 

（2）日時 

令和2年2月6日（木）午後2時30分 

5 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所 

令和2年2月4日（火）から同年3月3日（火）までの月曜日及び2月25日（火）を除く日の午前9時から午

後5時までの間に、6に掲げる場所で受け付ける。 

6 資格審査申請書類の配布の場所 

和歌山県立図書館総務課 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

郵便番号 641-0051 

電話番号 073-436-9520 

ファクシミリ番号 073-436-9511 

7 申請書類に使用する言語 

申請書類に使用する言語は、日本語とする。 

8 資格審査の結果の通知 

資格審査申請者には、一般競争入札参加資格結果通知書を令和2年3月19日（木）までに郵送により送

付する。 

9 一般競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）一般競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求める

ことができる。 

（2）（1）の説明は、通知を受けた日の翌日から起算して10日（和歌山県の休日を定める条例（平成元年

和歌山県条例第39号）第1条第1項に定める県の休日（以下「県の休日」という。）及び月曜日を除

く。）以内の日の午前9時から午後5時までの間に、書面により求めるものとする。 

（3）（2）の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対する回答については、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して、3日（県

の休日及び月曜日を除く。）以内に、書面により回答するものとする。 

（5）（2）の書面の提出は、6に掲げる場所で受け付ける。 
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    公安委員会告示 

和歌山県公安委員会告示第5号 

和歌山県個人情報保護条例（平成14年和歌山県条例第66号）第25条第1項の規定により、口頭により開

示請求をすることができる個人情報を次のように定める。 

令和2年2月4日 

和歌山県公安委員会委員長 中 野 幸 生  

口頭により開示請求をすることができる個人情報 口頭により開示請求をする

ことができる期間 
 

口頭により開示請求をする

ことができる場所 
 事務の名称 開示する内容 

令和元年度和歌山県警察

会計年度任用職員採用試

験 

令和元年度和歌山県警察

会計年度任用職員採用試

験における種目別の得

点、合格基準に達してい

ない試験種目並びに総合

得点及び総合順位 

令和2年2月7日（金）午後3時

から同年3月9日（月）まで（

和歌山県の休日を定める条例

（平成元年和歌山県条例第39

号）第1条第1項に規定する県

の休日を除く日の午前9時か

ら午後5時45分までの間に限

る。） 

和歌山県警察本部 

 

    公     告 

入 札 公 告 

令和2年度和歌山県立図書館資料（図書）納入業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に基づき公告する。 

令和2年2月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 一般競争入札に付する事項 

（1）事業年度 

令和2年度 

（2）調達物品の名称及び数量 

和歌山県立図書館納入資料（図書） 一式 

（3）調達物品の仕様等 

仕様書（図書）及び令和2年度和歌山県立図書館資料（図書）納入業務に係る一般競争入札説明書

（以下「仕様書及び入札説明書」という。）による。 

（4）納入場所 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

和歌山県立図書館 

田辺市新庄町3353-9 

和歌山県立紀南図書館 

（5）納入期間 

令和2年4月1日（水）から令和3年3月31日（水）まで 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

令和2年和歌山県告示第164号に規定する和歌山県立図書館資料（図書）納入業務に係る一般競争入札

参加資格を有すること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 
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（1）場所 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

和歌山県立図書館総務課 

（2）期間 

令和2年2月4日（火）から同年3月3日（火）までの月曜日及び2月25日（火）を除く日の午前9時から

午後5時まで 

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間等 

（1）場所 

3の（1）に同じ。 

（2）期間 

3の（2）に同じ。 

（3）仕様書及び入札説明書に対して質問のある者は、5に掲げる入札説明会において質問するものとし、

その後は令和2年2月26日（水）までの月曜日及び2月25日（火）を除く日の午前9時から午後5時までの

間に、和歌山県立図書館資料課に対して書面等（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

5 入札説明会の場所及び日時 

入札説明会の場所及び日時は、次のとおりとする。 

（1）場所 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

和歌山県立図書館1階 総務課会議室 

（2）日時 

令和2年2月6日（木）午後2時30分 

6 入札執行の場所及び日時等 

（1）入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

ア 入札場所 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

和歌山県立図書館1階 総務課会議室 

イ 入札日時 

令和2年3月24日（火）午後2時30分 

ウ 開札場所 

アに同じ。 

エ 開札日時 

イに同じ。 

（2）（1）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札に参加する資格がある

ことを確認された旨の通知書の写しを持参することとする。 

（3）郵便による入札書の提出を行う者は、この入札に参加する資格があることを確認された通知書の写

しを同封の上、書留郵便で令和2年3月24日（火）午後2時までに和歌山県立図書館資料課に必着するよ

うに行わなければならない。 

7 入札方法 

入札者は、資料（図書）の本体価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）に対する納入金額（消

費税及び地方消費税相当額を除く。）の割合（百分率で表示するものとし、小数点以下第1位までとする。

以下「納入率」という。）を入札書に記載すること。 

8 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、5に掲げる入札説明会において示す納入資料（図書）予定金額（消費

税及び地方消費税相当額を含む。以下「納入資料（図書）予定金額」という。）の100分の5以上の額
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の入札保証金を納付しなければならない。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号）第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 

9 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、納入資料（図書）予定金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなけれ

ばならない。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92

条から第94条までの規定の定めるところによる。 

10 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

なお、和歌山県よりこの一般競争入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、

入札参加資格停止措置を受けて入札参加資格の停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない

者のした入札は、無効とする。 

11 入札執行方法の細目 

（1）入札の執行方法の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）この入札の開札には、和歌山県立図書館の職員が立ち会うものとする。 

（3）落札者の決定は、予定納入率の範囲内で 低の納入率をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

（4）落札者となるべき同納入率の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はく

じを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県立図書館の職員

にくじを引かせるものとする。 

（5）開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、

初の入札を含め3回までとする。 

（6）第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で6の（1）

に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には、参加できないものとする。 

12 契約書の要否 

要 

13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

14 その他 

（1）この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

和歌山県立図書館資料課 

イ 所在地 

和歌山市西高松一丁目7番38号 

郵便番号 641-0051 

電話番号 073-436-9520 

ファクシミリ番号 073-436-9511 

（2）この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（3）この一般競争入札は、令和2年2月和歌山県議会定例会において、令和2年度和歌山県当初予算案が議
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決されなかった場合は、中止、延期又は変更をするものとする。 

15 Summary 

（1）Nature and quantity of the products to be purchased : 

The material delivery business of Wakayama Prefectural Library : 1 set 

（2）Date and time for tender : 

2:30 P.M. Tuesday 24 March 2020（Deadline for bids submitted by mail : 2:00 P.M. Tuesday  

24 March 2020） 

（3）Contact point for the notice : 

Library Material Division of Wakayama Prefectural Library, 

1-7-38 Nishitakamatsu Wakayama City, 641-0051, Japan 

TEL 073-436-9520 

FAX 073-436-9511 

    監 査 公 表 

和歌山県監査公表第4号 

令和元年9月24日付け監査報告第10号の監査結果に基づき、知事等から措置を講じた旨通知があったの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、次のとおり公表する。 

令和2年2月4日 

和歌山県監査委員 保 田 栄 一  

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う  

和歌山県監査委員 堀   龍 雄  

和歌山県監査委員 中 西 峰 雄  

1 総務部 

（1）人事課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照

合」を行った結果、現物確認できない備品があっ

たので、適正に処理されたい。 

 

イ 郵便切手類使用簿について、4月1日及び四半期

ごとの現物確認を行っていなかったので、適正に

処理されたい。 

注意事項 

ア 当該備品は既に廃棄されていたが、不用決定及

び廃棄の処理が遅れていた。 

今後は同通知の記載のとおり処理を行い、物品

管理を適正に行うよう、関係職員に対して周知徹

底した。 

イ 切手の管理について、再発防止策として使用簿

に記載例を掲載するとともに、適正に処理するよ

う、関係職員に対して周知徹底した。 

 

（2）税務課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 県税収入の確保について 

県税の収入率は、98.5%と前年度末に比し0.2ポイ

ント上昇し、平成30年度末の収入未済額も約13億8,

441万円と約1億4,194万円圧縮するなど、県税収入

確保対策本部の取組の成果が出ている。 

一方、個人県民税の収入未済額は、県税全体の収

入未済額の約59.6%を占めており、市町村への職員

派遣や地方税法（昭和25年法律第226号）第48条の

規定に基づく直接徴収を継続実施するとともに、今 

注意事項 

ア 県税収入及び税負担の公平の確保のため設置して

いる和歌山県県税収入確保対策本部において、引

き続き、令和元年度収入未済額を前年度の収入未

済額から不納欠損額を除いた額以下にすることを

組織の徴収目標として、計画的・効果的な滞納整

理に取り組んでいる。 

個人県民税については、県税事務所職員の市町

村への併任派遣、地方税法第48条の規定に基づく

個人県民税の直接徴収、和歌山地方税回収機構に 
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後も市町村や地方税回収機構との連携を深め、市町

村の徴収課題に応じた滞納整理事務事業の推進によ

り、収入の確保に努められたい。 

また、延滞金等諸収入の収入未済についても、適

切な債権管理により、収入未済額の縮減に努められ

たい。 

よる支援など市町村との連携強化を図り、滞納縮

減に努めている。 

また、市町村と合同で滞納整理強化月間を設定

して滞納整理の共同事業を実施するとともに、県

税事務所が中心となって滞納整理の早期着手等の

取組支援など市町村の徴収課題に応じた支援を実

施している。 

延滞金等についても、本税と同様に債権管理を

徹底し、滞納整理を進める等、適正に収入確保に

取り組んでいる。 

 

（3）市町村課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 当該備品は既に廃棄されていたが、不用決定及び

廃棄の処理が遅れていた。 

今後は同通知の記載のとおり処理を行い、物品

管理を適正に行うよう、関係職員に対して周知徹

底した。 

 

（4）危機管理・消防課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

イ 自動車等使用台帳において、車両管理者等の確認

印を押印していない事例があったので、適正に処理

されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程（昭和39年和歌山県

訓令第20号）に基づき、現在高と現物との照合を

適正に行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

イ 自動車等使用台帳の押印漏れについては、今後適

正な事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底し

た。 

 

2 企画部 

（1）企画総務課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

検討事項 

ア コスモパーク加太の未利用地（880,425㎡）につ

いては、地域活性化のための利活用策について引き

続き検討されたい。 

検討事項 

ア コスモパーク加太の利活用については、企業誘致

用地、公共施設用地及び防災対策用地としての利

活用に取り組んでいる。 

企業誘致については、平成30年度に80社と接触

し、現地案内や協議を行った。 

今後も引き続き商工観光労働部と連携しなが 

ら、積極的に企業誘致に取り組んでいく。 

企業用地としては、平成29年度までに2件（約1.

3ha）を売却している。平成30年度には1件（約2h 

a）の売買契約を締結し、令和元年8月に引き渡し

た。そのほか、令和元年度に工場用地として3件（

約3.7ha、約1.1ha、約2.4ha）の売買契約を締結 

し、引き渡しに向けインフラ整備工事等を進めて

いるところである。 

公共施設用地については、平成26年度に県消防

学校用地（約4.6ha）を確保し、平成29年3月に竣

工した。 



    和歌山県報  第 77 号 令和 2年 2月 4日（火曜日） 

－ 16 － 

 
 

 

 

イ 旧南紀白浜空港跡地（365,407㎡）については、

地域活性化のための利活用策について引き続き検討

されたい。 

また、防災対策用地としては、広域防災拠点に

選定されていることから、県消防学校の整備と相

まって、利活用を進めていく。 

イ 旧南紀白浜空港跡地について、電波障害や高さ制

限等若干の利用の制約はあるが、観光産業との相

乗効果が図られ、集客力が高く雇用の生まれる施

設を目標に、企業誘致の可能性等を白浜町及び関

係機関と検討している。 

なお、広域防災拠点である当該地において、各

種災害訓練を実施し、活用した。 
 

（2）国際課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照

合」を行った結果、相違が確認された備品につい

ては、事務処理を完了しており、引き続き和歌山

県物品管理等事務規程に基づく適正な事務処理を

行うよう、関係職員に周知徹底した。 
 

（3）情報政策課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 旅費計算書において、宿泊料調整の誤りにより過

支給となっている事例があったので、適正に処理さ

れたい。 

注意事項 

ア 過支給分を職員に返納させた上、宿泊料調整に該

当する旅行命令簿の記載について、職員等の旅費

に関する条例（昭和41年和歌山県条例第34号）等

の規定に従い、今後適正に処理するよう、関係職

員に周知徹底した。 
 

（4）人権政策課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 公益財団法人和歌山県人権啓発センターに無償貸

与している物品において、正規の手続を経ずに廃棄

されている事例があったので、適正に処理された 

い。 

注意事項 

ア 公益財団法人和歌山県人権啓発センターが県に無

断で廃棄した物品について、顛末書を徴し、和歌

山県物品管理等事務規程に基づき事務処理を行っ

た。 

県が無償貸与している物品について、今後は適

正に管理と事務処理を行うよう、公益財団法人和

歌山県人権啓発センターを指導した。 
 

3 環境生活部 

（1）環境生活総務課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 夜間帰着の条件を満たす旅行命令において、早朝

出発夜間帰着欄への記入がなされていない事例があ

ったので、適正に処理されたい。 

 

イ ETCカード使用承認・使用管理簿において、返却

の確認がなされていない事例があったので、適正に

処理されたい。 

注意事項 

ア 旅費の不足分については追給処理を行い、今後こ

のようなことのないよう、所属職員に周知徹底す

るとともに、命令権者においても、十分注意を払

って確認していくこととした。 

イ ETCカード取扱いマニュアルに基づき適正に処理

を行うよう、所属職員に周知徹底した。 
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（2）循環型社会推進課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 産業廃棄物不適正処理及び産業廃棄物不法投棄に

係る行政代執行費用の未収金については、平成30年

度末で約11億1,272万円であり、前年度末に比し約1

8万円減少している。 

今後も、分納が滞らないよう納付指導を行い、適

切な債権管理に努められたい。 

注意事項 

ア 債務者の資力が乏しいため、少額の分納により回

収を行っているところである。 

引き続き、債務者の能力に応じた納付指導を行

い、適正な債権管理を行っていく。 

 

（3）環境管理課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 自動車騒音常時監視（面的評価）業務委託契約に

より委託先に無償貸与した県有備品について、和歌

山県物品管理等事務規程に基づく物品の貸付手続を

行っていなかったので、適正に処理されたい。 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 県有物品の貸付けについて、和歌山県物品管理等

事務規程第20条に基づく適正な貸付手続を行うよ

う、関係職員に周知徹底した。 

 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知に基づき、適正な物品管理及び保管

を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（4）青少年・男女共同参画課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 補助金の額の確定において、実績報告書等の審査

が不十分な事例があったので、適正に処理された 

い。 

 

 

 

 

イ 公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備

品において、和歌山県物品管理等事務規程に基づく

物品の貸付手続を行っていない事例があったので、

適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 当該補助金は間接補助金であることから、間接補

助事業者としての市町村は、当該年度内に間接補

助金の交付を完了しなければならないが、その確

認が不十分であったため、間接補助事業者として

の市町村が間接補助金の交付を完了したことを確

実に確認できるよう、今年度より実績報告書の様

式を改正した。 

イ 和歌山県物品管理等事務規程に基づく物品の貸与

手続を徹底するとともに、協定書で示す備品と実

際に貸与している備品が一致するよう、変更協定

書を締結した。 

 

4 福祉保健部 

（1）福祉保健総務課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 生活保護費返還金の未収金については、平成30年

度末で約6,384万円であり、前年度に比し、約1,328

万円増加している。 

今後も、被保護者の資産状況を精査し収入の把握

に努めるなど、新規の未収金の発生防止に努めると

ともに、過年度分の未収金について、未納者の現状

を把握して償還指導を行うなど、引き続き債権管理

に努められたい。 

注意事項 

ア 生活保護費返還金及び徴収金については、収入申

告義務の周知、収入申告書の確実な徴取並びに訪

問調査及び課税調査等の徹底を図ることで、生活

保護費返還金等発生の未然防止に努めている。 

また、未収金の償還については、生活状況が厳

しく滞納となりがちな未納者が多いため、生活状

況に応じて、履行期限の延長を行い分割納付を認

め、納付を継続させる等、引き続き適切かつ粘り

強く指導を行う。 
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イ 償還金、利子及び割引料の支出負担行為におい 

て、決裁権者を誤っている事例があったので、適正

に処理されたい。 

ウ 平成31年4月分の前渡資金受払計算書が作成され

ていなかったので、適正に処理されたい。 

イ 事務決裁規程（昭和62年和歌山県訓令第8号）に

基づき、適正に事務処理を行うよう、関係職員に

周知徹底した。 

ウ 和歌山県財務規則の運用について（依命通達）（

昭和63年4月1日出第1号）に基づき、適正に事務処

理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（2）子ども未来課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 教育支援体制整備事業費交付金（平成30年度分）

に関する国への実績報告について、決裁権者を誤っ

ていたので、適正に処理されたい。 

 

イ 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平

成30年度末で約2,662万円であり、前年度末に比 

し、約389万円増加している。 

今後も、新規未収金の発生防止のために入所時に

おける納入指導の徹底を一層図るとともに、過年度

分の未収金について、未納者の現状を把握して適切

な指導を行うなど、引き続き債権管理に努められた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の未収金に

ついては、平成30年度末で約2,827万円であり、前

年度末に比し約137万円減少している。 

今後も、新規未収金の発生防止のために貸付時に

おける納入指導の徹底を一層図るとともに、過年度

分の未収金について、未納者の現状を把握して適切

な指導を行うなど、引き続き債権管理に努められた

い。 

 

 

 

 

 

 

エ 児童扶養手当返還金の未収金については、平成30

年度末で約1,380万円であり、前年度末に比し、約1

1万円増加している。 

今後も、新規未収金の発生防止のために、町村に

おける窓口業務の指導の強化を図り、受給者の制度

の理解を深めるとともに、過年度分の未収金につい

て、未納者の現状を把握して償還指導を行うなど、

引き続き債権管理に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

ア 教育支援体制整備事業費交付金に関する国への実

績報告の決裁については、事務決裁規程に基づ 

き、適正に事務処理を行うよう、関係職員に周知

徹底した。 

イ 児童福祉施設入所負担金の未収金については、新

規未収金の発生防止のため、入所時に扶養義務者

に対して、当該費用負担について十分な説明を行

うとともに、口座振替の推奨、分納など家庭の状

況に対応した納付指導を徹底して行っている。 

また、発生した未収金については、文書や電話

等による催告に加えて、児童相談所の職員による

未納者宅等への訪問を実施するとともに、未納者

の生活実態の把握に努め、一括納入が困難な場合

は、納付誓約書を徴し、分納指導を行うなど、未

納者の実情に合わせた方法で債権回収に努めてい

る。 

なお、支払う能力があるにもかかわらず、支払

に応じない未納者については、差押えを行ってい

る。 

ウ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の未収金に

ついては、新規未収金の発生を防止するため、申

請者に対する制度の詳細な説明や確実な償還計画

の策定の指導などを行っている。 

また、発生した未収金については、電話や文書

による催告に加えて、母子福祉指導員や振興局の

職員などが、夜間及び休日においても未納者宅を

訪問するほか、未納者の現状の把握に努め、一括

納入が困難な場合は、納付誓約書を徴し、分納償

還を行うなど、未収金の償還指導に努めている。 

なお、支払う能力があるにもかかわらず、支払

に応じない未納者については、支払督促を裁判所

へ申し立てることを予告し、事前の債務返済を促

している。 

エ 児童扶養手当返還金の未収金については、新規未

収金の発生防止のため、新規申請や現況届の際 

に、資格喪失等の届出を怠ると返還金が生じる可

能性がある旨、本人に対する説明を徹底してい 

る。 

また、発生した未収金については、電話や文書

による催告に加えて、母子福祉指導員等が夜間及

び休日においても未納者宅を訪問するほか、未納

者の現状の把握に努め、一括納入が困難な場合 

は、納付誓約書を徴し、分納償還を行うなど、未

収金の償還指導に努めている。 

なお、支払う能力があるにもかかわらず、支払

に応じない未納者については、支払督促を裁判所

へ申し立てることを予告し、事前の債務返済を促

している。 
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オ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

オ 備品の管理については、和歌山県物品管理等事務

規程に基づき、適正に事務処理を行うよう、関係

職員に周知徹底するとともに、定期的に物品管理

簿における現在高と現物との照合を行い、適正な

物品管理に取り組んでいく。 

 

（3）長寿社会課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 今後、和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適

正に事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底す

るとともに、定期的に物品管理簿における現在高

と現物との照合を行い、適正な物品管理に取り組

んでいく。 

 

（4）障害福祉課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平

成30年度末で約498万円であり、前年度末に比し約5

万円増加している。 

今後も、新規未収金の発生防止を図るとともに、

過年度分の未収金について、未納者の現状を把握し

て適切な指導を行うなど、引き続き債権管理に努め

られたい。 

 

 

イ 知的障害者福祉施設入所負担金の未収金について

は、平成30年度末で約22万円であり、前年度末に比

し約2万円減少している。 

また、同負担金に係る延滞金の未収金について 

は、平成30年度末で4,000円であり、前年度末に比

し18,000円減少している。 

今後も、過年度分の未収金について、未納者の現

状を把握して適切な指導を行うなど、引き続き債権

管理に努められたい。 

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金については、平

成30年度末で約132万円であり、前年度末に比し2万

円減少している。 

今後も、過年度分の未収金について、未納者の現

状を把握して償還指導を行うなど、引き続き債権管

理に努められたい。 

エ 障害者自立支援特別対策事業補助金等返還金の未

収金については、平成30年度末で約60万円であり、

前年度末に比し1万円減少している。 

今後も、未納者の現状を把握して適切な指導を行

うなど、早期の債権回収に努められたい。 

 

オ 心身障害者扶養共済掛金の未収金については、平

成30年度末で約11万円であり、前年度末に比し4,50

0円減少している。 

今後も新規未収金の発生防止を図るとともに、過

年度分の未収金について、引き続き債権管理に努め

られたい。 

カ ETCカード使用承認・使用管理簿において、決裁 

注意事項 

ア 児童福祉施設入所負担金の未収金については、未

納者への定期的な電話督促や戸別訪問等を実施 

し、回収を行うとともに、未納者の現状の把握に

努め、一括納入が困難な場合は分割納入指導や納

付誓約書を徴するなど、未納者の実状に合わせた

回収の取組により適切な債権管理に努めている。 

また、新規未収金の発生防止のため、入所措置

時に負担金制度の説明や口座振替の奨励、分納な

ど家庭の状況に応じた納付指導を徹底している。 

イ 知的障害者福祉施設入所負担金の未収金について

は、未納者への定期的な電話督促や戸別訪問等を

実施し、回収を行うとともに、未納者の現状把握

に努め、未納者の実状に合わせた回収の取組によ

り適切な債権管理に努めている。 

 

 

 

 

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金については、未

納者への定期的な電話督促や戸別訪問等を実施 

し、回収を行うとともに、未納者の現状把握に努

め、未納者の実状に合わせた回収の取組により適

切な債権管理に努めている。 

 

エ 障害者自立支援特別対策事業費補助金等返還金の

未収金については、文書や電話等による催告によ

り回収を行うとともに、一括納入が困難な場合は

分割納入指導を行うなど、未納者の実状に合わせ

た回収の取組により適切な債権管理に努めてい 

る。 

オ 心身障害者扶養共済掛金の未収金については、未

納者への電話督促や戸別訪問等を実施し、未納者

の現状の把握を行い、適切な債権管理に努めてい

る。 

 

 

カ 適切な事務処理を行うよう、所属職員に周知徹底 
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がなされていない事例があったので、適正に処理さ

れたい。 

検討事項 

ア 旧六星寮の跡地について、総務部及び県土整備部

と連携の上、早期に処分を進められたい。 

した。 

 

検討事項 

ア 旧六星寮跡地については、8月末で排水対策工事

を終了し、現在は、早期の処分に向け、関係機関

と協議を行い、跡地売却に向けた諸手続を進めて

いるところである。 

 

（5）医務課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 今後、和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適

正に事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底す

るとともに、定期的に物品管理簿における現在高

と現物との照合を行い、適正な物品管理に取り組

んでいく。 

 

（6）国民健康保険課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 繰出金の支出負担行為において、決裁権者を誤っ

ている事例があったので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 繰出金の支出負担行為については、事務決裁規程

に基づき、適正に事務処理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。 

 

（7）薬務課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 抗インフルエンザウイルス薬の保管管理に関する

委託業務について、契約保証金受入前に契約を締結

していたので、適正に処理されたい。 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 今後、契約保証金の納付が必要な契約について 

は、入金を確認した上で、契約を締結するよう、

関係職員に徹底した。 

イ 今後、和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適

正に事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底す

るとともに、定期的に物品管理簿における現在高

と現物との照合を行い、適正な物品管理に取り組

んでいく。 

 

5 商工観光労働部 

（1）商工観光労働総務課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 中小企業振興資金貸付金の償還金の未収金（元 

金）については、平成30年度末で約80億3,625万円

であり、前年度末に比し約2億2,673万円減少してい

る。 

今後も、債権管理を適切に行い、強制執行など考

え得る 大限の債権回収措置を講じられたい。 

注意事項 

ア 現在操業中で分割納入している延滞先について 

は、過去3年間の決算書の分析を通して経営状況や

剰余金の有無を把握し、償還額増額の指導を行う

とともに、償還意識の更なる向上を促すために債

務承認書等を提出させている。 

事業継続や再生が困難な延滞先については、進

退を検討させ、担保資産の任意売却等の指導を行

っている。 

倒産又は廃業状態にある延滞先については、担 
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 保資産の競売等による債権回収を行うとともに、

連帯保証人等（相続人を含む。）に対し、生活状

況及び資産調査を行った上で償還指導する一方、

償還に誠意が見られない連帯保証人等には強制執

行を行っている。 

こうした取組により、収入未済額の縮減を図っ

ている。 

 

（2）労働政策課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア すべての備品について照合を行った結果、過去に

廃棄していたが事務処理がなされていないものが

あったため、速やかに物品不用調書及び物品処分

調書を作成し、是正したところである。 

今後は、適正な物品管理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。 

 

（3）企業振興課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 和歌山県中小企業新分野進出支援事業費補助金及

び和歌山県地域産業技術改善費補助金の返還金につ

いて、平成30年度末の未償還額は約1,162万円であ

り、前年度末と同額である。 

今後も、未納者の現状を十分把握し、引き続き適

切な債権管理に努力されたい。 

注意事項 

ア 当債権については、該当企業2社（A社、B社）に

ついて、研究開発した機械が他に売却されていた

り、機械の改造が行われていなかった等の理由 

で、補助目的が達成されていないとの会計検査院

の指摘を受け、補助金の交付決定の取消し及び全

額返還命令を行ったことにより発生したものであ

る。 

A社については、改めて財産調査を行ったとこ 

ろ、保有財産がなく、他の債権者も回収を断念し

ていることから、県としても回収の可能性がない

と判断し、議決を得て権利放棄の処理を進めてい 

る。 

また、B社については、引き続き返還を指導する

とともに、継続的な訪問等により会社の経営状況

を含め幅広く情報収集し、債権回収の見込みが全

くない、又は相手方が誠実に対応しないなどとい

った場合は、保有財産の調査を行い、必要に応じ

て法的措置も検討していく。 

 

（4）観光振興課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 郵便切手類使用簿について、4月1日及び四半期ご

との現物確認を行っていなかったので、適正に処理

されたい。 

注意事項 

ア 郵便切手については、和歌山県物品管理等事務規

程に基づき、4月1日及び四半期ごとの現物確認を

行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

6 農林水産部 

（1）農林水産総務課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 
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監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（2）農業試験場 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（3）農業試験場暖地園芸センター 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 生産品受入調書及び生産品処分調書において、次

の不適切な事例があったので、適正に処理された 

い。 

（ア）生産品受入調書及び生産品処分調書の執行に係

る決裁がなされていなかった。 

（イ）生産品処分調書の出納員の物品出納に係る決裁

がなされていなかった。 

イ 支出負担行為の決裁において、出納機関に合議さ

れていない事例があったので、適正に処理された 

い。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

 

 

 

 

イ 和歌山県財務規則（昭和63年和歌山県規則第28 

号）に基づき、出納機関への合議区分を確認し、

適正な事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底

した。 

 

（4）果樹試験場 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（5）畜産試験場養鶏研究所 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（6）林業試験場 

監査実施年月日 令和元年8月20日 
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監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を終えていなかったので、適正に処理された 

い。 

注意事項 

ア 備品については、平成30年8月22日付け総集第082

20001号総務事務集中課長通知に基づき、引き続き

早急に物品の現物確認を行い、備品の現在高と現

物との照合を終了した。 
 

（7）食品流通課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

（8）農業農村整備課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 旅行命令簿において、早朝出発の条件を満たして

いないにもかかわらず早朝出発の旅行命令を行い、

旅費が過支給となっている事例があったので、適正

に処理されたい。 

イ 収入調定において、決裁がなされていない事例が

あったので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 旅行命令簿において、過支給となっていた旅費に

ついては、返還手続を行い、返還を完了した。ま

た、今後は適正な事務処理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。 

イ 今後は、適正な事務処理を行うよう、関係職員に

周知徹底した。 
 

（9）経営支援課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 農業改良資金貸付金償還金の未収金については、

平成30年度末で元金の未収金は発生していないが、

違約金の未収額が約113万円となっており、前年度

末に比し66万円減少している。 

今後も、新規滞納者の発生防止とともに未納者へ

の償還指導の徹底などにより、債権管理に努められ

たい。 

注意事項 

ア 農業改良資金貸付金償還金の未収金については、

今後とも引き続き、債権管理マニュアルに基づ 

き、和歌山県信用農業協同組合連合会や関係JA及

び振興局と連携して、未納者に対し分割償還計画

に基づく計画的な債権回収を進めるとともに、償

還状況を踏まえ適切に新規滞納の発生防止に努め

る。 
 

（10）林業振興課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 林業・木材産業改善資金貸付金の未収金について

は、関係機関と連携を図りながら回収に努められて

いるが、平成30年度末の未収金は約1,411万円であ

り、前年度末に比し約95万円減少している。 

今後も、新規滞納者の発生防止とともに未納者へ

の償還指導の徹底などにより、債権管理に努められ

たい。 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 林業・木材産業改善資金貸付金の未収金について

は、今後とも引き続き、未納者に対し分割償還計

画に基づく計画的な債権回収を進めるとともに、

償還状況を踏まえ適切に新規滞納の発生防止に努

める。 

 

 

イ 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 
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（11）水産振興課 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 沿岸漁業改善資金貸付金の未収金については、平

成30年度末で過年度分が約478万円減少したが、そ

れに伴い違約金約511万円を確定したため、合計金

額では前年度末に比し約33万円増加し、約1,084万

円となっている。 

今後も、新規滞納者の発生防止とともに、未納者

への償還指導の徹底などにより、債権管理に努めら

れたい。 

イ 栽培漁業センターの管理運営委託業者に無償貸与

している県有備品について、和歌山県物品管理等事

務規程に基づく物品の貸付手続を行っていなかった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 沿岸漁業改善資金貸付金の未収金については、今

後とも引き続き、未納者及びその連帯保証人に対

し、弁護士相談などを行いながら債権回収を進め

るとともに、償還状況を踏まえ適切に新規滞納の

発生防止に努める。 

 

 

 

イ 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

7 県土整備部 

（1）県土整備総務課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 道路改良工事現場への不法投棄に伴う撤去費用の

未収金については、平成30年度末で約16万円であ 

り、前年度末に比し、6万円減少している。 

今後も、引き続き適切な債権管理に努められた 

い。 

 

イ 交通事故に伴う損害賠償請求の未収金について 

は、平成30年度末で約16万円であり、前年度末に比

し、約9万円減少している。 

今後も、引き続き適切な債権管理に努められた 

い。 

注意事項 

ア 納入義務者に対し納付指導を行い、平成30年10月

から毎月10,000円を回収し、令和元年10月末まで

に計130,000円を回収した。残り85,000円について

は、引き続き海草振興局建設部と連携し、適切な

債権管理に努めていく。 

イ 現在、債務者は生活保護を受給中であり、法的措

置による回収は困難な状況にある。 

債務者には分割納付を指導しており、令和元年1

1月5日時点で、150,360円を回収した。 

残122,000円については、引き続き東牟婁振興局

新宮建設部と連携し、状況を把握しつつ、適切な

債権管理に努めていく。 
 

（2）道路保全課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

検討事項 

ア 廃道敷地については、平成30年度末で8件が未処

理となっている。 

今後も、引き続き廃道敷地の現況に応じた適正な

管理に努めるとともに処分等を進められたい。 

検討事項 

ア 未処理の廃道敷地については、公図混乱の問題、

あるいは形状等の理由など難しい課題があるが、

地籍調査の早期着手について市町村に依頼等を行

い、早期の処理に努めていく。 
 

（3）道路建設課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

検討事項 

ア 道路整備事業の残地について、一部で処理が行わ

れているが、引き続き案件ごとの処理方針を検討さ

れたい。 

また、事業休止中のため未利用となっている土地

について、今後も適切な管理に努められたい。 

検討事項 

ア 道路整備事業に伴う残地については、計画や地形

の形状変更等により道路用地として不要と判断さ

れた場合には、関係者の意見を聴取した上で、売

払いの手続を行っている。 

引き続き道路としての利用計画の有無を確定し

た上で、案件ごとの処理方針を決定していく。 

また、事業休止中のために現状で未利用となっ

ている土地については、事業が再開されるまでの

間、適切な管理を行っていく。 
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（4）河川課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 契約解除による違約金の未収金については、平成

30年度末で約31万円であり、前年度末と同額であ 

る。 

今後も、適切な債権管理に努められたい。 

 

 

イ 河川敷地の不法占用については、平成30年度末で

6件あり、引き続き不法占用者に対しては厳正に対

処されたい。 

また、不法占用を防止するため、河川パトロール

等により、河川巡視の強化を図られたい。 

 

 

 

 

 

ウ 廃川敷地の処理について、不法占用となっている

土地については厳正に対処するとともに、不法占用

を防止するため資産保全手続及び定期的なパトロー

ルを実施されたい。 

また、各案件に適した早期処理方針を検討すると

ともに、引き続き適正な管理に努められたい。 

注意事項 

ア 平成30年度末の未収入額は、違約金305,316円で

ある。 

債務者側とは交渉を継続しているところであ 

る。 

今後も、関係機関と連携し、債権回収に努めて

いく。 

イ 河川敷地の不法占用については、「和歌山県河川

法違反行為対策指針」に基づき、不法占用者に対

して現状が違法行為であることを十分認識させ、

その形態等に応じた指導や処分を実施していると

ころであり、今後も引き続き指導や河川敷の売払

い等の検討を行うなどの具体的な対応により、全

面的な解消に努めていく。 

また、「河川パトロール実施要領」に基づく河

川監視を実施することにより、新たな不法占用の

防止に努めていく。 

ウ 不法占用となっている土地については、隣地との

境界が明確でない等の理由により解決に時間を要

しているが、違法行為であることを認識させると

ともに、境界の立会いや売払いの手続を進めるな

ど、早期に違法状態を解消するよう努める。 

また、定期的な巡視や、必要に応じてバリケー

ド等を設置するなど不法占用の防止に努めてい 

く。 

なお、財産処分（売払い等）が可能な案件につ

いては、速やかに処理が行えるよう、関係機関等

と協議を進めていく。 

 

（5）砂防課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 契約解除による違約金の未収金については、平成

30年度末で約29万円であり、前年度末と同額であ 

る。 

今後も、適切な債権管理に努められたい。 

 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

ウ 地すべり基礎調査業務において、設計変更の対象

となる調査箇所の追加の指示を、決裁を受けずに行

っている事例があったので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 契約解除による違約金の未収金については、未納

者の状況確認を行うとともに、電話や訪問等によ

る交渉を継続しているところである。 

今後も、関係機関との連携を密にしながら、債

権回収に努めていく。 

イ 現物確認できなかった備品については、実態と合

うよう、適切に事務処理を行った。 

今後、このようなことのないよう、適正な備品

管理に努める。 

ウ 今後、このようなことのないよう、適正な事務処

理に努める。 

 

（6）都市政策課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 土地区画整理事業の貸付金の返還金の未収金につ

いては、平成30年度末で約8,852万円であり、前年

度末と同額である。 

注意事項 

ア 主債務者である区画整理組合の唯一の資産であっ

た保留地は、平成19年に競売により売却され、そ

の売却金の一部は平成20年の特定調停に基づき、 
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今後も、引き続き適切な債権管理に努められた 

い。 

 

 

 

 

 

イ 景観支障建築物等の除去措置に係る行政代執行費

用の未収金については、平成30年度末で約193万円

であり、前年度末と同額である。 

今後も、引き続き適切な債権管理に努められた 

い。 

ウ 公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備

品について、和歌山県物品管理等事務規程に基づく

物品の貸付手続を行っていなかったので、適正に処

理されたい。 

エ 公の施設の指定管理者に無償貸与している重要物

品において、正規の手続を経ずに廃棄されている事

例があったので、適正に処理されたい。 

県に分配されている。 

連帯保証人2名のうち1名は個人であり、この個

人は死亡したため、家庭裁判所に法定相続人の相

続放棄の状況を確認したところ、全員が相続放棄

の手続を行っていた。また、もう1名の連帯保証人

は法人であるが、今後も、引き続き返済を催告 

し、未収金の回収に努める。 

イ 滞納者と面談を行い、納付を促すも債権回収に至

らなかった。今後も、引き続き返済を催告する 

等、未収金の回収に努める。 

 

 

ウ 指定管理者に無償貸与している備品の貸付手続に

ついては、和歌山県物品管理等事務規程に基づ 

き、適正な事務処理を行っていく。 

 

エ 和歌山県物品管理等事務規程に基づき、重要物品

の廃棄手続を行った。今後は、適正な事務処理を

行うよう、指定管理者及び関係職員に周知徹底し

た。 

 

（7）建築住宅課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 公営住宅の家賃等の未収金について、平成30年度

末の収入未済額は約1億1,128万円であり、前年度末

に比し約66万円減少している。 

今後も、未納者の現状を把握し、各振興局、県住

宅供給公社及び委託管理人と連携し、適切な債権管

理に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県営住宅明渡等請求事件により発生した損害賠償

金について、平成30年度末で約143万円が収入未済

となっており、前年度末と同額である。 

今後も、適切な債権管理に努められたい。 

 

ウ 旅行命令をすべきところ外出承認でしている事例

があったので、適正に処理されたい。 

 

 

エ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 公営住宅の未収金について、県住宅供給公社管轄

地域では、公社、委託管理人及び県の三者によ 

り、月に一度、滞納整理会議を開催し、県直轄地

域では、委託管理人と振興局の担当者が日々情報

を共有するとともに、戸別訪問による督促・徴収

・保証人との接触等を繰り返すことで滞納整理に

取り組んでいる。 

滞納者に対しては早期段階から納付指導・催告

を行うことで未収金の増加を防ぎ、長期滞納者に

ついては、明渡訴訟を含めた法的措置を取り、ま

た、退去滞納者には、平成30年度から未収金の回

収を外部委託することにより、収納実績の向上を

図っている。 

イ 本損害賠償金については、住宅の契約解除後も退

去しない者に係る未収金であるが、住宅の明渡し

は終了している。 

引き続き、文書指導等により納付指導・催告を

行っていく。 

ウ 外出承認で処理したために支給されなかった旅費

については、追給処理を行うとともに、今後は適

切な事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底し

た。 

エ 照合の結果、過去に廃棄処理したが事務処理がな

されていなかった物品については、和歌山県物品

管理等事務規程に基づき、不用及び廃棄の決定を

行った。 

今後は、和歌山県物品管理等事務規程に基づ 

き、適正な事務処理を行っていく。 

 

（8）公共建築課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 
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注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 現物確認できない備品については平成30年度中に

適正に処理を行った。 

今後は、適正な物品管理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。 

 

（9）港湾空港振興課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 港湾施設使用料等の未収金について、平成30年度

末で約1,919万円であり、前年度末に比し約140万円

減少している。 

今後も、未納者の現状を把握し、適切な債権管理

に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備

品において、和歌山県物品管理等事務規程に基づく

物品の貸付手続を行っていない事例があったので、

適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 港湾施設使用料等の未収金、約1,919万円につい

ては、未納者21名、件数34件である。この未収金

のうち、約90%に当たる約1,730万円は、100万円を

超える未納者4名（17件）によるものであり、平成

30年度が2名（4件）、過年度が2名（13件）となっ

ている。 

平成30年度の未収金の内訳は、未納者2名（4 

件）、計約615万円であり、未納者2名それぞれに

行政代執行を実施し、その費用を請求したが、経

済的な理由（経営破綻や生活困難）により、未収

金となっている。今後も、引き続き協議を行う。 

過年度の未納者のうち1名（4件）に係る未収金

約356万円については、平成30年度に未納の賃料と

違約金を契約保証金から充当するも、保証金を超

えた金額が未収金となった。このため、相手方に

対しては、裁判による土地明渡しと併せ納付を求

め、勝訴判決を得たが、経営破綻に伴う資金難の

ため、納付されていない状態である。 

また、過年度のもう一人の未納者1名（9件）に

係る未収金約751万円については、未納者が生活苦

であることから、平成23年度に滞納処分の執行停

止を行っており、平成26年度に民事訴訟で確定し

た債権は、私債権であることを確認した。その 

後、処理区分の見直しを行い、滞納処分の執行停

止を解除し、未納者に債権延長の協議を求めた。

しかしながら、その協議に、相手が応じていない

状態が現在まで続いている。今後も、引き続き協

議を行う。 

残りの未収金約197万円（17名、17件）について

は、納付催告や金融機関における臨場差押え等を

行い、鋭意回収を行っているところである。 

今後とも、関係機関と連携を密にし、未納者に

対して、納付期限の厳守を呼び掛けるだけでな 

く、差押えや催促等により債権回収に取り組む。 

イ 和歌山県物品管理等事務規程第20条の規定に基づ

き、物品の貸付手続を適正に行った。 

 

（10）南紀白浜空港管理事務所 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 土木使用料（空港用地）において、納期限から20

日経過後も督促状を発していない事例があったの 

で、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 債務者の死亡により相続人等新債務者の特定がで

きていない。債務者を特定した後は、債権回収マ

ニュアル等に基づき適正に処理する。 
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8 会計局 

（1）会計課 

監査実施年月日 令和元年8月21日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 証紙売りさばき代金損害賠償金について、平成30

年度末の収入未済額は約239万円であり、前年度末

に比し約13万円減少している。 

今後も、収入未済金の徴収に努力されたい。 

注意事項 

ア 収入未済金について、引き続き債務者に強く働き

かけを行い、徴収に努める。 

 

9 教育委員会 

（1）総務課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 駐車場整備工事について、設計変更の対象となる

施工数量の変更の指示を、決裁を受けずに行ってい

たので、適正に処理されたい。 

イ 建設工事請負変更契約において、原契約の解体工

事に要する費用等が変更されていたが、必要事項が

記入された変更書面が添付されていない事例があっ

たので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 工事設計の施工数量変更時に適正な事務処理を行

うよう、対応していく。 

 

イ 建設工事請負変更契約時に工事内容を再確認する

よう、適正に対応していく。 

 

（2）給与福利課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成18年5月に支給された退職手当について、平

成19年4月に刑が確定したため、元職員に返納を求

めているが、平成30年度末で約1,259万円が収入未

済となっており、前年度末に比し39,000円減少して

いる。 

引き続き未納者の収入状況等を十分把握の上、債

権管理に努められたい。 

イ 諸収入（雑入）において、納期限から20日経過後

も督促状を発していない事例があったので、適正に

処理されたい。 

注意事項 

ア 今後とも債務者の能力に応じた納付を指導し、未

収金の縮減に努めるとともに、進行管理に留意 

し、適切な債権管理を行っていく。 

 

 

 

 

イ 督促等の事務手続に遺漏のないよう、収納状況確

認の徹底を図った。 

今後とも収納状況の確認を徹底し、適正な債権

管理を行っていく。 

 

（3）生涯学習課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 進学奨学金等返還金の未収金については、平成30

年度末で約7億2,498万円であり、前年度末に比し約

9,909万円減少している。 

償還対策方針を決定し、償還指導等に努められて

いるところであるが、今後も、未納者の現状を把握

し、効率的に収納率を高める方策の検討を行い、引

き続き適切な債権管理に努められたい。 

注意事項 

ア 進学奨学金等返還金の未収金については、これま

で未納者に対する督促状の送付、口座振替制度の

周知及び滞納の未然防止のため返還免除者等に対

する返還再開通知の送付を行っている。 

また、本課において個別の返還相談に応じると

ともに、関係市町でも返還相談に対応できるよう

貸与台帳を配布し、収納率の向上に努めている。 

さらに、平成28年度から新たに訪問指導専従員

（常勤職員3名＋非常勤職員1名）を配置し、戸別

訪問を実施することにより、未納者の状況を把握

し、未納者の状況に応じたきめ細やかな指導を行 
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イ 修学奨励金返還金の未収金については、平成30年

度末で約9,046万円であり、前年度末に比し約472万

円増加している。 

今後も、未収金の発生防止のため償還指導の徹底

を図り、引き続き適切な債権管理に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 進学助成金の貸与において、入学予定者から和歌

山県修学奨励金貸与条例施行規則（平成14年和歌山

県教育委員会規則第19号）で定める書類の提出を受

けていない事例があったので、適正に処理された 

い。 

っている。 

イ 修学奨励金返還金の未収金については、現年分の

滞納者となる初期の滞納者を中心に、本人及び連

帯保証人へ文書及び電話による催告を実施する。 

また、滞納回数が6回以上の滞納者については、

昨年度に引き続き、民間債権回収会社（サービサ

ー）へ債権回収業務を委託する。 

このうち奨学金の滞納額が50万円以上、進学助

成金の滞納額が40万円以上の滞納者については、

令和元年度から委託先を弁護士法人に変更し、法

的措置を見据えた債権回収を委託することとし

た。 

それでも回収が困難な滞納者については、法的

措置（支払督促）を講じる。 

ウ 未提出の者に対し提出を指導するとともに、今後

同様の事態を生じさせないため、各工程のチェッ

クリストの作成と複数人での確認を実施すること

とした。 

 

（4）スポーツ課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備

品について、和歌山県物品管理等事務規程に基づく

物品の貸付手続を行っていなかったので、適正に処

理されたい。 

注意事項 

ア 公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備

品については、和歌山県物品管理等事務規程第20

条の規定に基づき、物品の貸付手続を適正に行っ

た。 

 

（5）文化遺産課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 物品管理簿に記載されている備品の現在高と現物

とを照合し、適切な処理を行った。 

今後このようなことのないよう、物品の適正な

管理に努めていく。 

 

（6）県立学校教育課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 旅行命令簿において、命令権者が復命を確認して

いない事例があったので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 今後、課内のチェック体制を強化していくととも

に、命令権者による復命の確認を適切に行うよ 

う、関係職員に周知徹底した。 

 

（7）義務教育課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア プログラミング教育指導用資料等作成業務につい

て、契約保証金受入前に契約を締結していたので、

適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 契約保証金の納付時期について、事務処理に遺漏

のないよう、関係職員に周知徹底した。 
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（8）学校人事課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 旅行命令簿において、決裁欄に当日不在の職員の

個人印が押印されている事例があったので、適正に

処理されたい。 

イ 平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務

集中課長通知による「備品の現在高と現物との照 

合」を行った結果、現物確認できない備品があった

ので、適正に処理されたい。 

注意事項 

ア 決裁日など旅行命令簿の記載について、適正な事

務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。 

 

イ 物品管理簿に記載されている備品の現在高と現物

とを照合し、適切な処理を行った。 

今後このようなことのないよう、物品の適正な

管理に努めていく。 

 

（9）健康体育課 

監査実施年月日 令和元年8月19日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 補助金の額の確定において、実績報告書等の審査

が不十分な事例があったので、適正に処理された 

い。 

イ 災害共済給付に係る交付金の支出負担行為におい

て、決裁権者を誤っている事例があったので、適正

に処理されたい。 

注意事項 

ア 実績報告受理時における審査について、添付書類

の確認を適正に行うよう、関係職員に周知徹底し

た。 

イ 決裁権者の誤りについて、支出負担行為起案時に

決裁権者を確認するよう、関係職員に周知徹底し

た。 

 

10 公安委員会 

警察本部 

監査実施年月日 令和元年8月20日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

ア 放置違反金の平成30年度末における未収金は約35

9万円であり、前年度末に比し約145万円減少してい

る。 

今後も、未納者の現状を把握等するなど、適切な

債権管理に努められたい。 

イ 損害賠償金の支払を伴う公用車による事故が複数

件発生していたので、今後は、事故防止に留意し、

車両の適正な管理に努められたい。 

注意事項 

ア 未収金が減少となった平成30年度と同様に、電 

話、戸別訪問による催促業務や預貯金口座の差押

え等の徴収活動を強化し、未収金の徴収に努めて

いる。 

 

イ 令和元年度から、教養課に自動車安全運転指導係

を設置して、これまで以上に、職員に対して交通

事故防止に関する具体的な指示、教養及び運転訓

練を実施するなど、より一層、公用車の適正な管

理に努めている。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


